
⚫ 普通徴収（納付書・口座振替）、年金特徴（年金からの天引き）の場合 

 

◎「配当株割控除・定額減税額」欄に

定額減税額を加算した金額が印字され

ています。 

◎欄外に定額減税に係る控除額等を印

字しています。 

（印字例） 

【定額減税控除済額（控除した額）】 

（市町村）18,000 円（道府県）12,000 円 

【定額減税控除外額（控除しきれない額）】 

（市町村）   0 円（道府県）   0 円 


